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【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 、 ユ ー ザ に 情 報 を 提 供 す る 情 報 提 供 装 置 で あ っ て 、
前 記 イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 、 第 ２ の ユ ー ザ と の 通 信 を 要 求 す る 通 信 要 求 を 第 １ の ユ ー ザ
か ら 受 信 す る 受 信 部 と 、
　 前 記 受 信 部 が 前 記 通 信 要 求 を 受 け 取 っ た 場 合 に 、 公 衆 電 話 回 線 網 を 介 し て 前 記 第 １ の ユ
ー ザ が 所 有 す る 第 １ の 電 話 と の 接 続 を 確 立 す る 第 １ の 電 話 回 線 接 続 部 と 、
　 前 記 受 信 部 が 前 記 通 信 要 求 を 受 け 取 っ た 場 合 に 、 公 衆 電 話 回 線 網 を 介 し て 前 記 第 ２ の ユ
ー ザ が 所 有 す る 第 ２ の 電 話 と の 接 続 を 確 立 す る 第 ２ の 電 話 回 線 接 続 部 と 、
　 前 記 第 １ の 電 話 回 線 接 続 部 が 確 立 し た 前 記 第 １ の 電 話 と の 接 続 及 び 前 記 第 ２ の 電 話 回 線
接 続 部 が 確 立 し た 前 記 第 ２ の 電 話 と の 接 続 を 介 し て 、 前 記 第 １ の 電 話 と 前 記 第 ２ の 電 話 と
の 通 信 を 確 立 す る 通 信 確 立 部 と
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 情 報 提 供 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 補 正 の 機 会 を 得 る た め の 請 求 項 。
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